
（別添１） 

預保納付金事業の担い手1に必要な要件 

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条

第一項に規定する割合及び支出について定める命令」（平成二十年六月六日内閣府・財務省

令第四号）（以下「内閣府・財務省令」という。）に基づき、担い手は以下の要件を満たす

必要があります。 

① 犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有すること。  

② 特定非営利活動促進法 （平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活

動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。  

③ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこ

と。  

④ 支援支出金の管理及び運用に関して、十分な能力を有すると認められること。 

⑤ 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）その他の法令の規定に基づき、犯罪被害者

等の子どもに対する学資としての資金の貸付けを行うことができること。2

⑥ 支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理す

ること。 

⑦ 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成を行おうとする場合において、自

らを助成の対象としないこと。  

⑧ 支援業務に係る重要な事項に関する意思決定を行うため、外部の委員から構成される

合議体を設置すること。  

⑨ 毎事業年度、支援業務の実施状況についての情報を、インターネットの利用その他の

適切な方法により公表すること。  

⑩ 担い手における支援業務の実施状況について、預金保険機構が、毎事業年度及び必要

に応じて報告を求めるほか、必要に応じて実地調査その他の手段により確認することに

より、担い手が当該支援業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じて改善させ

ることその他の担い手に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずることがで

きること。  

⑪ 支援業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要がある場合には、預金保険機構が、

違約金の徴収、協定の変更又は廃止その他の必要な措置を講ずることができること。  

1 内閣府・財務省令第２条に規定する「支援支出金管理団体」。
2 この要件を満たす必要があるのは平成 28年度中に限ります。ただし、この要件は、不要となる可能
性があります。


